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14 四国の新幹線導入について

【提案・要望事項】

① 四国の新幹線の早期実現のため、これまでに実施した具体的な調査を生かし、早

急に整備計画格上げに向けた法定調査を実施すること。

② 「幹線鉄道ネットワーク等に関する調査」においては、ケーススタディの対象に

四国の新幹線を選定するとともに、法定調査にも活用できる内容とすること。

【現状・課題】

○ 新幹線は都道府県の約２／３において整備されており、もはや当たり前のインフラと

言えます。また、国が進める「デジタル田園都市国家構想」の実現、「シームレスな拠点

連結型国土」の構築を目指すためには、現在整備中の整備新幹線だけでなく、全国各地

に新幹線が整備されることが不可欠です。

○ 一方、四国においては、新幹線が１９７３年に基本計画路線に位置付けられて以降、

約５０年間、同計画にとどまっており、四国だけが新幹線空白地域となっています。四

国の新幹線沿線の人口集積（１km当たり人口 11,050 人）は、北陸新幹線（１km当たり

人口 6,370 人）や北海道新幹線（１km当たり人口 5,970 人）の沿線の人口集積と比較し

ても何ら遜色ありません。全国的に、地方創生の取組が本格的に進められるなか、この

ままでは整備された地域と、そうでない地域との格差はますます広がり、交流圏や交流

人口の拡大による経済発展や観光振興などの足かせになるものと強い危機感を抱いてい

ます。

○ 四国の新幹線は、観光や産業面での広域的な人流を四国に呼び込むために不可欠な基

本インフラです。平成 26年４月、四国４県や経済界等で設置した「四国の鉄道高速化検

討準備会」が行った基礎調査の結果、瀬戸大橋を経由し四国内の県庁所在地を結ぶルー

トにおいて、Ｂ／Ｃ（費用便益比）が「１」を上回る結果が得られており、現在整備中

の新幹線と比べ、投資効率性の面からも遜色がないものとなっています。

○ さらに、大規模災害発生時に都市間の鉄道交通が麻痺することを防ぎ、代替輸送ルー

トとしての機能を確保するためには、新幹線の基本計画路線の整備推進を進めることが

必要となります。

○ 平成 29年７月には、四国の新幹線の実現に向け、「四国新幹線整備促進期成会」を新

たに設立し、これまで、東京での決起大会、シンポジウムの開催やＳＮＳ等を活用した

広報啓発活動、国等への要望活動など、地元の機運醸成に積極的に取り組んできました。
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令和元年８月には、３回目となる同期成会の東京での決起大会を開催し、「リニア中央

新幹線が新大阪まで延伸されスーパー・メガリージョンが誕生する 2037 年を一つのタ

ーゲットとして、四国の新幹線の開業を目指す。」との中長期目標が決議されたところで

す。

○ 国においては、平成 29年度から実施している新幹線基本計画路線を含む「幹線鉄道ネ

ットワーク等のあり方に関する調査」において、これまでに、瀬戸大橋等の既存インフ

ラの活用、単線での新幹線整備の効果やコスト縮減策、新幹線整備による需要予測への

誘発需要の取り込み等が検討され、今年度は基本計画路線に係るケーススタディ等を実

施することとされており、ケーススタディの対象に四国の新幹線を選定していただくと

ともに、調査内容については、整備計画格上げのための法定調査にも活用できる内容と

していただきたいと考えています。

  また、本調査において、現行の「鉄道プロジェクトの評価手法マニュアル」による事

業評価では加味されていない新幹線の整備効果の推計手法を確立し、同マニュアルの改

訂に盛り込んでいただきたいと考えています。

○ また、新大阪駅について、リニア中央新幹線、北陸新幹線等との乗継利便性の観点か

ら、結節機能強化や容量制約の解消を図るための調査等が行われてきたところですが、

具体的な整備方策の検討に当たっては、四国の新幹線の整備も考慮していただきたいと

考えています。

○ 令和３年３月には、衆議院と参議院の国土交通委員会において、「日本国有鉄道清算事

業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」の一部

として「四国における新幹線についても検討を進めること。」が全会一致で採択され、同

月、ＪＲ四国が策定した長期経営ビジョンにおいても、新幹線等による抜本的な高速化

の早期実現に向けて取り組むことが明記されたところであり、地域の意見を踏まえつつ

四国の新幹線について検討を進めていただくことをお願いします。

○ 2037 年のリニア中央新幹線の新大阪延伸にあわせて四国の新幹線が実現できるよう、

「経済財政運営と改革の基本方針２０２３」に、基本計画路線の調査検討を行うとする

旨の記載が初めてなされ、さらに、その後の骨太方針においても引き続き同様の記載が

されていることを踏まえ、令和９年度予算編成において、整備計画格上げに向けた法定

調査を実施するために必要な予算措置を確実に講じていただくことを強く要望いたしま

す。

【所管府省】国土交通省（鉄道局）、財務省（主計局）

【県関係課】交通政策課
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15 公共交通への支援について

【提案・要望事項】

① ことでんへの支援

１）地域鉄道の安全輸送設備や車両更新への支援に必要な予算の確保を図ること。

２）地域鉄道の事業規模や施設の老朽化を踏まえ、事業継続が著しく困難になる前

の段階において、維持・活性化に向けた抜本的な施策が実施できるよう支援制

度の創設、拡充を図ること。

３）駅トイレ単体の整備等にも活用できる支援制度を創設すること。

② ＪＲ四国への支援等

１）ＪＲ四国の様々な経営課題に対する継続的な支援を実施すること。

２）駅トイレ単体の整備等にも活用できる支援制度を創設すること。

あわせて、ＪＲ四国に対し、駅トイレの整備等を強く働きかけること。

③ バス・タクシー等自動車運送事業者への支援

１）幹線バス等について、補助要件の緩和、補助上限の引き上げ等を図ること。

２）バス・タクシーの担い手確保のための継続的な財政支援を図ること。

④ 地域公共交通への支援

市町における地域の実情に応じた公共交通維持の取組に対する支援制度の充実を

図ること。

【現状・課題】

  本県では、面積当たりの延長が 0.123km/k ㎡（全国平均の２倍）と重要な社会基盤

である鉄道網が、地域公共交通の骨格として大きな役割を担っています。このため、

鉄道を中心に、駅などの交通結節点において、バスや自動車等との乗り継ぎ機能を高

め、「利便性と結節性」に優れた県全体のネットワークづくりを進めています。

① ことでんへの支援

１）本県の公共交通ネットワークの基幹的な役割を果たしている「ことでん」では、安

全輸送設備や車両の老朽化が進み、今後、更新費用等の増大も見込まれることから、

必要な更新が行えずに安全で安定的な運行に支障を来すことがないよう、これら安全

輸送設備や車両の更新を確実に実施する必要があります。そのため、本県では沿線市

町や四国運輸局と将来にわたる持続的な全路線の維持に向けて議論を深め、県と沿線

市町で安全輸送設備や車両の更新に対して必要な行政支援を行うこととしました。地

域で鉄道の維持・活性化に向けた施策が計画的かつ着実に実施できるよう、鉄道軌道
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安全輸送設備等整備事業等の十分な財源の確保や補助対象設備の拡充が必要です。

２）社会資本整備総合交付金を活用した鉄道事業再構築事業について、輸送密度 4,000

人未満の線区か否かを目安とすることや、上下分離等を伴う「事業構造の変更」など、

事業活用のための要件が示されていますが、鉄道は社会経済活動を支える基幹的なイ

ンフラであることから、鉄道事業者の「事業継続が著しく困難になる前の段階」にお

いても、事業構造を維持しながら、持続可能性や利便性の高い鉄道ネットワークの再

構築に向けた取組が図れるよう、支援制度の一層の拡充や十分な財源の確保が必要で

す。

３）また、既存の鉄道ネットワークの維持・活性化を図り、将来にわたって役割を発揮

させるためには、利用の促進を図ることが重要であり、特に、老朽化した駅トイレの

整備等の利便性向上に資する投資が不可欠です。そのため、鉄道事業者が駅トイレの

みの整備等を実施する場合にも活用しやすい支援制度の創設が必要です。

② ＪＲ四国への支援等

１）四国の公共交通の基幹的役割を担うＪＲ四国は、国の経営支援を受けながら、経営

自立に向け、利用者利便の向上や経費削減に取り組んでいます。また、地域において

も同社と連携・協議を行いながら、県内各地で様々な利用促進策を実施しています。

しかし、人口減少やマイカーへの転移等による長期的な需要減少に加え、乗務員不足

などにより、厳しい経営環境に置かれ、令和６年度は２度のダイヤ改正が実施され、

県内でも朝夕の通勤通学時間帯を含む減便が発生し、利用者の利便性が低下していま

す。ＪＲ四国は、産業や観光の振興など、四国の活性化に欠かせないインフラであり、

我が国の基幹的な鉄道ネットワークを形成しており、将来にわたって持続的に維持し

ていくことが必要です。四国における鉄道ネットワークを維持するため、ＪＲ四国の

様々な経営課題に対する継続的な支援が必要です。特に、令和８年度をもって終了す

る国鉄民営化時からの「二島特例」や「承継特例」の継続をお願いします。

２）また、既存の鉄道ネットワークの維持・活性化を図り、将来にわたって役割を発揮

させるためには、利用の促進を図ることが重要であり、特に、老朽化した駅トイレの

整備等の利便性向上に資する投資が不可欠です。そのため、鉄道事業者が駅トイレの

みの整備等を実施する場合にも活用しやすい支援制度の創設が必要です。あわせて、

国において、ＪＲ四国に対して、駅トイレの整備等を実施するよう強く働きかけるこ

とをお願いします。
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③ バス・タクシー等自動車運送事業者への支援

１）幹線バス等についても、人口減少・少子高齢化の進展に加え、新型コロナウイルス

感染症の影響により減少した利用者数の回復には至っておらず、地域公共交通確保維

持改善事業の補助要件を満たすことが困難になってきている路線があり、特に、デマ

ンド交通など代替の交通手段の導入が難しい瀬戸大橋沿線において、離島と島外を結

ぶ唯一の生活路線であるバス路線の維持も困難となっていることから、補助要件の緩

和、補助上限額の引き上げ等の既存制度の拡充や離島特例の創設が必要です。

２）加えて、バスやタクシー等の自動車運送事業においては、運転士をはじめとした運

行の担い手不足が顕在化しており、担い手を確保し、地域公共交通を維持・確保して

いくために、二種免許取得費用、採用活動経費等について、現下の担い手不足の状況

を鑑み、財政支援の更なる拡充が必要です。

④ 地域公共交通への支援

〇 市町では、デマンド交通や乗用タクシーの活用、自動運転バスの実証実験など様々

な検討や取組が進められており、これらの地域の実情に応じた取組が円滑に行えるよ

う、効果的な支援制度の創設や既存制度の拡充が必要です。

○ 特に、自動運転は、運転士不足などの課題解決が期待されるものであり、自動運転

バス本体の導入に係る経費の支援や、運行に関するインフラの導入・維持管理に係る

経費への助成など、本格実施に向けた支援の充実を図ることが必要です。

○ また、人口減少等により利用者数の長期的な減少が見込まれる中、将来にわたって

地域公共交通を維持するためには、利用の促進を図ることが重要であり、特に、老朽

化した駅トイレの整備等の利便性向上に資する投資が不可欠です。そのため、市町が

鉄道駅のトイレのみの整備等を実施する場合にも活用しやすい支援制度の創設が必要

です。

【所管府省】国土交通省（総合政策局、鉄道局、物流・自動車局）、財務省（主計局）

【県関係課】交通政策課
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16 離島への航路の存続に向けた支援について

【提案・要望事項】

① 燃料油のうち、石油元売りの系列外において、いわゆる業転玉として取り引きされる

軽油等について、需給のひっ迫や流通の目詰まりなどを早急に解消し、離島航路事業

者が航路を維持するために必要な量を適切な価格で安定的に調達できるよう、必要な

措置を講じること。

② 船舶用の燃料油や潤滑油等の安定的な供給のために必要な措置を講じること。

③ 複数航路で、ここ２～３年の間に運賃の値上げを行っている中、他の航路も含めて、さ

らなる値上げは困難であることから、航路を維持していくため、離島航路運営費の補助

対象となっていない航路について、燃料費の高騰等に伴う欠損への補填等の支援を行

うこと。

【現状・課題】

① 人口減少・少子高齢化の進行により、離島への航路の利用者数は減少し、航路事業

者の経営は非常に厳しい状況に置かれています。

  また、コロナ禍やウクライナ情勢後の原油価格、資材価格の高騰の影響が解消され

ないまま、今般のイラン情勢により、燃料油の価格がさらに高騰し、離島航路事業者

の経営に多大な影響が生じています。

特に、燃料油の価格については、国において価格抑制のため、緊急的激変緩和措置

が講じられているものの、免税軽油については、本年４月１日からの定額引下げ措置

の終了による価格上昇に加え、石油元売りの系列外で取り引きされる、いわゆる「業

転玉」と呼ばれる軽油は、需給のひっ迫や流通の目詰まりなどにより、県内の航路事

業者の調達価格が本年２月から３月にかけて約１．５倍に高騰し、４月にはさらに高

騰しており、航路事業の収支が急激に悪化しています。このため、航路事業者の中に

は、経費削減のため減便に踏み切る者もでてきており、先月１６日から、高松・土庄

航路の高速艇が１日１５便から８便へと大幅に減便され、小豆島の住民等の移動に制

約が生じているところです。

  こうした状況を踏まえ、国において、業転玉として取り引きされる軽油等について、

需給のひっ迫や流通の目詰まりなどを早急に解消し、離島航路事業者が航路を維持す

るために必要な量を適切な価格で安定的に調達できるよう、必要な措置を講じること

が必要です。
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② 現在のイラン情勢の悪化に伴い、燃料油等の石油製品の調達が困難となる状況が生

じており、離島航路事業者の中には、燃料油の調達の目途が２～３か月先までしか立

っておらず、航路の先行きに大きな不安を抱いている者もいます。

さらに、離島航路事業者の中には、船舶のエンジン等に用いる潤滑油について、従

来の取引業者からの調達が困難となり、異なる製品を代用したり、別の事業者から調

達したりしている者もいるなど、このままでは、安全運航のために必要なメンテナン

スを十分に行えない可能性も考えられます。

離島航路は、離島住民の通院・通学をはじめ、観光客やビジネス客の往来及び貨物

輸送等を支える不可欠な交通・輸送手段であり、安定的かつ安全に運航されることが

重要です。

このため、船舶用の燃料油や潤滑油等の安定的な供給のために必要な措置を講じる

ことが必要です。

③ 航路事業は、経常経費に占める燃料費の割合が陸上交通に比べて高く、燃料油の価

格高騰は経営への影響が大きいことから、昨今のイラン情勢による燃料油の価格高騰

は、離島航路事業者の経営を著しく圧迫しています。

こうした状況に対応するため、燃料サーチャージの導入も検討せざるを得ないもの

の、既に県内では複数の航路で近年値上げをしており、他の航路も含めて、燃料サー

チャージの導入による再度の値上げに踏み切れない離島航路事業者も出てきていま

す。

  このため、離島航路運営費の補助対象外の航路について、燃料費の高騰等に伴う欠

損への補填等の支援を行うことが必要です。

【所管府省】国土交通省（総合政策局、海事局）、経済産業省、財務省

【県関係課】交通政策課
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17 高松空港の機能強化について

【提案・要望事項】

① コロナ禍で大きなダメージを受けた上、物価高騰の中で着陸料への転嫁が難しく

経営状況が悪化している高松空港株式会社に対し、国の支援を図ること。

② 国際線のグランドハンドリング等の運航経費の支援を行うこと。

③ カテゴリーⅢの計器着陸装置（ILS－CATⅢ）整備事業に早期に着手すること。

【現状・課題】

高松空港の運営を受託している高松空港株式会社においては、コロナ禍で大きなダメー

ジを受けた上、物価高騰の影響を受け、経営状況が悪化しております。本県としては、県

内市町及び同社と連携協力し、航空旅客の増加に向け、既存路線の増便や新規路線誘致等

航空ネットワークの充実強化に取り組んできているところですが、しかしながら、高松空

港の活性化に向けては、旅客ターミナルの増改修をはじめ様々な投資を着実に進めていか

なければなりません。そのためには、国において高松空港株式会社の経営立て直しのため

の支援を行う必要があります。

① 令和元年から令和４年までのコロナ禍の影響により、約３８億円の収入減となってい

ます。コロナ禍において、国では、コロナの影響で厳しい経営状況にある航空・空港関

連企業を支援していくための施策について「コロナ時代の航空・空港の経営基盤強化に

向けた支援施策パッケージ」において、コンセッション空港に対しても支援が行われま

したが、その支援内容のうち、高松空港で活用できた事項は、空港施設の更新に対す

る無利子貸付約６億円と、契約上の履行義務（ターミナルビルのリニューアル工事の

履行時期）の緩和にとどまっており、結果昨年度末時点の同社の負債額約３９億円の

うち、コロナ禍起因の負債は約１５億円を占めています。このため、同社は、依然とし

てコロナの影響で生じた負担により経営が圧迫されている状況であり、国の特別な支援

が必要です。

一方で、同社の収益力は、ＥＢＩＴＤＡで１億円から２億円までの間であるところ、

９０億円超の負債を抱えることにより、国内線エリアの改修工事については、資金不足

等により計画の縮小・見直しが必要となっており、実施の目途が立っていないのが現状

です。同社の現在の経営状況のままでは、今後必要な施設整備や更新投資が進まず、空

港の安全性の確保や利便性の向上が遅れるとともに、事業期間の１５年が経過して、同
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社に撤退されてしまうおそれがあります。高松空港の活性化においては、同社の経営安

定化に向けた国の早急な支援が必要です。

高松空港株式会社は、予期せぬ事由（コロナ）による負債（１５億円）や物価高騰を

背景としたコスト増に加え、過大な滑走路運営維持管理コストに対して、旅客数や売上

などの経営規模が小さいため、経営上カバーすることが困難です。ついては、「民間委

託空港状況フォローアップ会議」において提言された「独立採算が見込めない空港を対

象とした、一部の事業を国が分担し、又は事業費の一部を国が負担するスキーム」を延

長オプションの行使期限となる２０２８年までに導入することを求めます。

また、コンセッションの応募時には、見込まれていなかった、国における「脱炭素社

会に向けた空港分野の取組み」の一環として、滑走路の航空灯火のＬＥＤ化の工事のた

め、１２億円の負担が発生したほか、物価高騰の影響で、化学消防車の調達には、コロ

ナ前は１台１．２億円であったところ、１台２億円の費用が必要となっています。

加えて、現在、高松空港の国際線は、本県及び地元自治体が空港会社と協力し、ネッ

トワークの強化に努めてきたところ、コロナ前の４路線２０往復便／週に比較し、運休

中の上海線を除く、４路線３３往復便／週となり、その利便性は、中四国でトップクラ

スとなっています。この利便性の維持・向上に加えて、県民や県内経済界からの要望が

強い、東南アジアへの新規路線の誘致を進めていくためには、旅客ターミナルビルの増

改築による受入れ容量の拡大や利便性向上が必要です。旅客ターミナルビルの増改築に

ついて、約５０億円の資金調達を行うこととしています。前掲のとおり、昨年度末時点

の同社の負債額は約３９億円であり、今後、負債額が９０億円超になることが見込まれ

ています。

ついては、幅広く高松空港株式会社の経営に対して国の支援を求めます。

② 外国航空会社から、グランドハンドリング経費が高騰しており、収支悪化のため、既

存路線の維持や増便等が難しいとの報告が相次いでおり、国際線のグランドハンドリ

ング等の運航経費の支援を実施することを要望します。

③ 高松空港は、標高１８５ｍの高台に位置するため、降雨や濃霧など天候の影響を受け

やすく、欠航に加え、他空港への着陸や出発空港への引き返しの可能性があるという条

件付き運航となることも多く発生しています。

高松空港が機能を十分に発揮するためには、濃霧を要因とする欠航や条件付き運航を

減らし、運航の定時性や安定性、信頼性を確保する必要があります。

高松空港は、国土交通省の「地震に強い空港のあり方検討委員会報告」において、四
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国で唯一「航空輸送上重要な空港」に位置付けられており、ILS-CATⅢが整備されていれ

ば、大規模災害の発災後の応急対策活動や、近隣空港及び地上交通機関の代替として、

利用が増加した場合でも、確実な輸送が期待できます。

また、ILS-CATⅢの整備により、航空ネットワークの信頼性が高まり、高速で確実な移

動手段が確立することで、広域交通インフラとしての空港の拠点性が向上し、都市から

地域への誘客や地域間の交流人口の拡大、企業立地の促進、地域経済の活性化を図るこ

とができます。

令和８年度の空港整備関係予算において、高松空港の高カテゴリー化事業が新規事業

として採択いただき、予算が配分されたところです。

できるだけ早期に整備事業に着手していただき、高松空港の運営の民間委託の成果を

あげるためにも、現在の高松空港の基本機能を維持しつつ、早急に ILS-CATⅢの整備事

業を進め、就航率改善に向けて取り組んでいただくよう、強く要望いたします。

2025 年５月 24日（土）、８時 45分上海空港発、12時高松空港着の春秋航空の航空便

が、高松空港の天候不良の影響で、関西国際空港にダイバートとなり、その後、高松空

港へ 22時 20分に到着しましたが、同日中の折り返し便については、乗務員の勤務時間

の関係から欠航となる事案がありました。

同便に搭乗予定の約 170 名は、12 時頃から 22 時過ぎまで搭乗待合室での待機し、欠

航決定後、春秋航空が市内へのバス６台を手配しましたが、当該バスを利用しなかった

70名がターミナルビル内に滞留することになりました。

ＣＡＴⅢの整備があれば、このような事態を避けることも可能となると考えますので、

早期の整備を要望します。

【所管府省】国土交通省（航空局）

【県関係課】空港振興課
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18 地方創生を支える社会資本整備の推進について

（1）国土強靱化予算の総額の増加

【提案・要望事項】

○ 令和９年度の予算編成においては、急速な物価高や賃金水準の上昇などに応じた

国土強靱化予算を通常の公共事業予算とは別枠でこれまで以上に確保するととも

に、当初予算においても必要かつ十分な予算を確保することにより、本県の社会資

本整備予算の総枠を拡大すること。

○ 初年度分として配分された国土強靱化予算は不十分であったことから、次年度

以降の配分は経済情勢や初年度の不足分を考慮し、これまでを大きく上回る予算を

確保すること。

【現状・課題】

○ 現在、本県は、急激に進む人口減少と少子高齢化、激甚化・頻発化する自然災害や南

海トラフ地震の発生確率の高まり、公共土木施設の老朽化などに加え、急速な物価高や

賃金水準の上昇など、内外の難局に直面しています。

○ また、本県は、南海トラフ地震が発生した際に「四国の防災拠点」として、四国唯一

の内陸空港である高松空港や重要港湾・防災機能強化港である高松港、緊急輸送道路で

ある高松空港連絡道路などを活用した緊急物資の輸送など、四国の復旧・復興の先頭に

立つ役割があります。

○ このため、本県の総合計画である「『人生 100年時代のフロンティア県・香川』実現計

画」の着実な実行に向けて、持続的な経済成長に資する「地方創生」に不可欠な社会資

本整備を推進するとともに、激甚化・頻発化する自然災害や甚大な被害が想定される南

海トラフ地震に屈しない「強靱な県土づくり」を計画的に加速化・深化させる必要があ

り、これまでも国土強靱化予算を活用してきたところです。

○ 一方、昨年６月に閣議決定された「第１次国土強靱化実施中期計画」に基づく国土強

靱化予算の事業規模は今後５年間でおおむね 20 兆円強程度を目途とすることが規定さ

れていますが、令和７年度補正予算として配分された初年度分予算３兆円余りに民間事

業分を追加計上した場合、単純計算の年間４兆円に届かない可能性があります。さらに、

令和８年度当初予算では初年度分の追加配分がなかったことから、急速な物価高や賃金

水準の上昇を考慮した十分な国土強靱化予算を確保できているとは言い難い状況です。

○ つきましては、継続した物価高や賃金水準の上昇、初年度の不足分も見込まれること

から、切れ目なく国土強靱化を推進するため、令和９年度の予算編成においては、国土

強靱化予算をこれまで以上に確保しつつ、当初予算においても確保することにより、本

県の社会資本整備予算の総枠を拡大することを要望します。

【所管府省】国土交通省（道路局、水管理・国土保全局、港湾局、都市局、住宅局）、

財務省（主計局）、内閣官房（国土強靱化推進室）

【県関係課】技術企画課、土木監理課



- 94 -



- 95 -



- 96 -

（2）高規格道路等の整備及び交通安全対策等道路事業の推進

【提案・要望事項】

○ 人流・物流の円滑化による生産性向上、地域活性化等を図るため、次の項目に

ついて強力に推進すること。

①香川県幹線道路ネットワーク整備長期ビジョンの実現

②シームレスな高規格道路ネットワークの構築（高松環状道路、高松空港連絡道

路等）

③直轄国道の整備

④孤立化が生じる可能性が高い地域へのアクセス道路整備

⑤道路施設の老朽化対策の推進

⑥通学路における交通安全対策の推進

⑦緊急輸送道路等における無電柱化の推進

○ 国土強靱化実施中期計画を踏まえた関係予算については、予算編成過程で計画的

かつ長期安定的な道路整備・管理が進められるよう新たな財源の創設等を図り、近

年の資材価格や建設業における人件費の上昇などの影響を適切に反映し、頻発する

災害も踏まえ、通常道路予算とは別枠で必要な予算を満額確保すること。

【現状・課題】

①香川県幹線道路ネットワーク整備長期ビジョンの実現

○ 四国の玄関口として、さらなる人流・物流の円滑化による生産性の向上や地域活性

化等を図るとともに、令和６年能登半島地震の課題を踏まえた広域道路ネットワーク

の構築を計画的に進めるため、「香川県幹線道路ネットワーク整備長期ビジョン」を

令和７年２月に策定しました。

○ ４つの整備目標である「地域間連携の強化」「交通物流拠点へのアクセス向上」「高

速道路インターチェンジからの圏域拡大」及び「平常時・災害時でのネットワークの

強化」を達成するため、道路事業に対する必要な予算の確保を要望します。

○ 本県の４つの整備目標の達成に向け、幹線道路ネットワーク整備が推進できるよう、

人流、物流機能の効率化や成長基盤の強化に資する交通物流拠点等へのアクセス道路

整備について、個別補助事業による重点支援の拡充を要望します。
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②シームレスな高規格道路ネットワークの構築（高松環状道路、高松空港連絡道路等）

○ 高松環状道路は、高松中心市街地の慢性的な渋滞の抜本的改善、高松自動車道とサ

ンポート高松地区など臨海部との連結強化、高松空港連絡道路と併せた高松空港への

アクセスの向上、さらには、大規模災害時における復旧や地域支援の活動を支える広

域支援ルートの確保など、高松都市圏が抱える交通課題を解決するために非常に重要

な事業です。

○ 機能強化を進める高松港朝日地区の交通アクセス強化等のため、ボトルネックとな

っている本町踏切の対策も重要であることから、環境影響評価や都市計画決定の手続

きが速やかに進むよう、県や地元高松市と連携し、早期事業化に取り組むことを要望

します。

○ 高松環状道路の政策目標である「産業振興の支援」や「交流・人流の促進」の達成

のため、高松環状道路が高松空港連絡道路や高松自動車道と円滑に接続されるよう要

望します。

○ 高松自動車道と高松空港を結ぶ高規格道路である高松空港連絡道路等は、本県の高

速交通体系のストック効果と高松空港の拠点性を最大限に生かし、地域経済の活性化

を図るために重要な道路であり、現在、県道円座香南線（香南工区）６㎞の整備に取

り組むとともに、令和８年度からは、新たに中間南工区０．７km に着手しています。

○ 「災害に強い国土幹線道路ネットワーク」に位置付けられた高規格道路のミッシン

グリンク解消に向けて進めている高松空港連絡道路等の整備をより一層推進するため

の補助予算の確保を要望します。

③直轄国道の整備

○ 大規模災害時に、概ね１日以内に緊急車両の通行を確保し、概ね１週間以内に一般

車両の通行を確保する必要がありますが、高規格道路と代替機能を発揮する国道 11号

とのダブルネットワーク化が不十分であり、速やかな復旧・復興において課題を抱え

ています。

○ 現在整備中の大内白鳥バイパスや豊中観音寺拡幅の早期完成を図るとともに、大内

白鳥バイパスに引き続き、三木町～さぬき市区間等の次の４車線化・バイパス化に必

要な計画段階評価に向けた検討に着手するよう要望します。

○ 近年、直轄国道で多くの交通死傷事故が発生している状況にあり、日本損害保険協
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会による令和６年の「全国交通事故多発交差点マップ」では、県内ワースト５のうち

４箇所が国道 11 号の交差点であり、直轄国道における交通安全対策が急務となって

います。

○ 国道 11号、国道 32号などの直轄国道において、誰もが安全に利用できるよう、よ

り一層の交通安全対策を推進されるよう要望します。

④孤立化が生じる可能性が高い地域へのアクセス道路整備

○ 令和６年能登半島地震の課題を踏まえ、半島や山間部など、大規模災害時に孤立化

が生じる可能性が高い地域へのアクセスルートについて、着実かつ迅速な整備を図る

ための予算を確保するとともに、社会資本整備総合交付金にくわえ、個別補助事業の

創設など重点支援を要望します。

⑤道路施設の老朽化対策の推進

○ 本県では、橋梁など法定点検の対象となった県管理施設 1,632施設のうち、１巡目

点検では、208 施設（13％）が早期に措置を講ずべき状態（Ⅲ判定）となり、補修等の

対策を実施してきました。２巡目点検では、200 施設（12％）がⅢ判定となり、予防的

な保全による維持管理に早期に移行するため、道路メンテナンス事業を活用し、計画

的な老朽化対策を実施しています。

○ 一方で、法定点検の対象になっていない標識や照明灯などの小規模附属物のほか、

舗装、法面などの道路施設については、施設数が非常に多く、点検や対策が十分に行

き届かない状況にあります。

○ 以上のことから、道路施設全体の老朽化対策を着実に推進するため、予防保全への

早期移行に向けて、今後も安定的・継続的に取り組むための予算を確保するとともに、

橋梁や門型標識だけでなく、小規模附属物についても継続して必要な機能を発揮でき

るよう、個別補助事業の創設など重点支援を要望します。

⑥通学路における交通安全対策の推進

○ 本県では、交通死傷事故件数は減少傾向にあり、人口 10万人当たりの交通事故死者

数は恒常的にワースト上位（令和２年：１位、令和６年：11位）という危機的な状況

となっていたものの、交通安全対策に積極的に取り組んだ結果、昨年度はベスト 14位

（ワースト 34位）と大きく改善しました。一方で、交通事故死者数の７割が高齢者で

あるほか、歩行者や自転車乗車中の交通事故死者数も全体の半数以上を占めています。

香川県では、交通事故死者数が減少傾向にあるものの、依然として交通事故により多
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くの人命が失われていることを踏まえ、「第 12 次香川県交通安全計画」（R8～R12）に

おいて、交通事故死者ゼロを目標に掲げ、交通安全対策に取り組んでいます。

やちまた

○ 令和３年６月に千葉県八街市で発生した通学路での交通死傷事故を受け、関係機関

と連携した通学路の合同点検を実施し、歩道整備などの交通安全対策に取り組んでお

り、令和６年度末までに 192か所（約７割）の対策が完了し、残る 67箇所についても

令和６年度に見直した本対策が今年度に完了するものの、多くの箇所で歩道整備など

の抜本的な対策が未整備のままであることから、継続的に整備を推進するために、令

和９年度以降においても重点的に歩道整備等を実施する必要があります。

○ 以上のことから、交通安全対策補助制度（地区内連携）、防災・安全交付金事業など、

通学路における交通安全対策などを加速させるための補助予算を確保するとともに、

令和４年度に創設された「交通安全対策補助制度（通学路緊急対策）［令和４年度から

５年程度］」が５年目を迎えることから、引き続き個別補助制度による重点支援を要望

します。

⑦緊急輸送道路等における無電柱化の推進

○ 令和６年能登半島地震では、電柱倒壊等による緊急輸送道路等の閉塞が応急復旧活

動に支障をきたしており、無電柱化は防災機能の向上の喫緊の課題であることから、

着実に進めていく必要があります。

○ 緊急輸送道路である県道中徳三谷高松線等で進めている無電柱化推進計画事業の令

和８年度予算は厳しい配分となっており、防災機能の向上に遅れが生じる懸念があり

ます。

○ こんぴらさんや栗林公園等に代表される主要な観光地周辺においては、電柱・電線

が歴史的な景観や風情を損ねており、無電柱化による良好な景観を確保する必要があ

ります。

○ 以上のことから、無電柱化推進計画事業を加速させるための補助予算の確保を要望

します。

【所管府省】国土交通省（道路局）、財務省（主計局）

【県関係課】道路課、都市計画課
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（3）海岸堤防・河川堤防における地震・津波対策の推進

【提案・要望事項】

切迫する南海トラフ地震に早急に備えるための海岸堤防や河川堤防における地震・

津波対策について、防災・安全交付金事業における対象事業を拡大するとともに、計

画的かつ着実に推進するための予算を確保すること。

【現状・課題】

○ 本県は、全域が南海トラフ地震防災対策推進地域に指定され、他県から重点的に警察

や消防などの応援を受ける重点受援県とされる一方、国の現地対策本部が設置される高

松サンポート合同庁舎をはじめ、防災拠点空港としての高松空港、陸上自衛隊第 14旅団

が存在するなど、「四国の防災拠点」としての機能が求められており、その機能を果た

すには、海岸堤防等の耐震化など地震・津波への対策を進め、緊急輸送体制等の確保を

図る必要があります。

○ そのため、本県では、平成 27年３月に「香川県地震・津波対策海岸堤防等整備計画」

を策定し、平成 27 年度から令和６年度までの 10 年間でⅠ期計画区間約 49 ㎞の整備が

完了しており、引き続き、令和７年度から、Ⅱ期計画区間として約 39㎞の整備を計画的

かつ着実に進めています。

〇 政府の地震調査委員会が令和７年９月に公表した南海トラフを震源とする地震の今後

30年以内の発生確率が「60～90％程度以上」に高まっており、さらに同委員会の被害想

定を踏まえ本県が令和７年９月に公表した地震・津波被害想定では、県内の浸水域が増

加しています。

〇 一方で、これまで進めてきたⅠ期計画区間の、海岸堤防等の整備により、対策前に比

べ浸水域が県全体で約６割減少すると見込まれるなど、地震・津波対策の効果や重要性

がさらに認識されたところであり、地震・津波対策を加速化し、より一層取組みを進め

る必要があります。

〇 以上のことから、切迫する南海トラフ地震に早急に備えるための海岸堤防や河川堤防

における地震・津波対策について、Ⅱ期計画を計画的かつ着実に推進するための予算を

確保するよう要望します。
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〇 また、市町が所管する準用河川や、県管理海岸内にある市町所管の海岸保全施設につ

いても一体的に地震・津波対策に取り組む必要があるため、防災・安全交付金事業にお

ける対象事業の拡大により、安定的に国土強靭化を推進できるような支援を要望します。

【所管府省】国土交通省（港湾局、水管理・国土保全局）、財務省（主計局）

【県関係課】港湾課、河川砂防課、土地改良課、水産課
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（4）「流域治水」に基づく防災・減災対策の推進

【提案・要望事項】

これまでとは次元の異なる風水害や土砂災害に対し、「流域治水」を加速化・深化

し、県民の生命・財産・暮らしを守り、災害に屈しない強靱な県土づくりを進めてい

くため、「激甚化する風水害への対策」や「予防保全型インフラメンテナンスへの転

換に向けた老朽化対策」を推進できるよう、「国土強靱化実施中期計画」に関する令

和９年度予算については、これまでの５か年加速化対策を大きく上回る予算を通常

予算とは別枠で当初予算として確保し、重点的に支援すること。

・ダム建設事業を計画的・集中的に推進するための予算を確保すること。

・河川整備計画に基づく整備を対象期間内に完了するための予算を確保すること。

・河川等の浚渫･樹木伐採を継続的に推進するための予算を確保すること。また、河

川及びダムメンテナンス事業を計画的に推進するための予算を確保するととも

に、「公共施設等適正管理推進事業債」の事業期間を延長すること。

・土砂災害警戒区域内に要配慮者利用施設や保全人家が 100 戸以上ある箇所の対策

を 10年間で集中整備するための予算を優先的に確保すること。

【現状・課題】

○ 近年、全国各地で水害等による甚大な被害が発生しているなか、本県では「香川県流

域治水プロジェクト」に基づき、「氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策」として、

「大規模特定河川事業」、「事業間連携事業」、「防災・安全交付金事業」等を活用した河

川改修や砂防ダムの整備、「メンテナンス事業」を活用した老朽化対策のほか、ダムの整

備を計画的・集中的に取り組むこととしています。

○ 特にダム事業は、綾川治水ダム建設事業（長柄ダム再開発）、湊川総合開発事業（五名

ダム再開発）ともに、早期事業完了に向けて、ダム管理設備工事や付替町道工事等を推

進することとしています。

○ また、県内には、未整備の河川や土砂災害警戒区域が多く存在していることから、こ

れまでとは次元の異なる風水害や土砂災害の頻発化に対し、「防災・減災・国土強靱化の

推進」予算を活用し、河川改修や砂防ダムの整備、河道掘削などを推進しています。

○ しかし、河川整備計画に基づく整備を対象期間内に完了するためには、令和９年度は

約 26億円が必要ですが、令和８年度の当初予算と「防災・減災・国土強靱化の推進」予
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算をあわせた 15か月予算の配分は、約 23億円と、計画的に整備を進めるために必要な

予算を確保できていない状況にあります。

さらに、砂防ダムの整備については、土砂災害警戒区域内に要配慮者利用施設や保全

人家が 100 戸以上ある未着手箇所を令和 16 年度までに集中的に整備するためには、総

額 360億円が必要となるため、継続的かつ安定的な予算確保が必要であります。

○ 以上のことから、改正国土強靱化基本法を踏まえ、今後も県民の生命・財産・暮らし

を守り、災害に屈しない強靱な県土づくりを進める「流域治水」を加速化・深化するた

め、「大規模特定河川事業」、「メンテナンス事業」、「事業間連携事業」、「防災・安全交付

金事業」等の予算をこれまでを大きく上回る規模で確保することを要望します。また、

「国土強靱化実施中期計画」に関する予算を通常予算とは別枠で当初予算として確保し、

令和９年度予算に向けて重点的に支援するよう要望します。

○ また、河道掘削や樹木伐採についても、未だ対策が必要な箇所が多いことから、流下

能力向上に資する対策を強力に推進するための予算を確保するよう要望します。

○ さらに、今年度から制度が拡充された応急対策事業も活用し、老朽化した河川管理施

設の計画的な維持管理・更新や、水門等の自動化・遠隔監視化などによる省人化・高度

化を推進するため、河川及びダムメンテナンス事業の予算を確保するとともに、令和８

年度を期限とする「公共施設等適正管理推進事業債」の事業期間を延長することを要望

します。

【所管府省】国土交通省（水管理・国土保全局）、財務省（主計局）、総務省（自治財政局）

内閣官房（国土強靱化推進室）

【県関係課】河川砂防課
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（5）港湾事業の推進

【提案・要望事項】

① 高松港の港湾機能強化の推進

効率的な輸送体系の構築による地域産業の競争力強化や大規模災害時の緊急輸

送機能を確保するため、国において整備中の「複合一貫輸送ターミナル整備事業」

をより一層推進するとともに、朝日地区における船舶の大型化に対応した大水深岸

壁の整備や、玉藻地区において多くの離島定期航路が利用する岸壁の耐震化の検討

に着手する等、港湾計画の早期実現に向けて重点的に支援すること。

② 訪日クルーズの持続的な成長に伴う観光需要を確実に取り込むための高松港玉

藻地区における港湾整備への支援

クルーズの持続的な成長に向けた全国的な取組が進められているなか、本県で

は、官・民による大規模開発が進められており、交通機能が集約され市街地にも近

接していること等から、クルーズ客船の乗客からも好評を得ている高松港玉藻地区

（サンポート高松地区）のクルーズ客船専用岸壁において、大型クルーズ客船（11

万 GT級）に対応した岸壁の整備を進めているところである。

クルーズの振興・拠点形成に向けて、特定利用港湾でもある高松港における受入

環境整備について、早期整備に必要な予算を確保する等、重点的に支援すること。

③ 海辺の賑わい創出に向けた支援

港湾・海岸空間の利用ニーズが多様化しているなか、都市機能が集積した交流拠

点である高松港玉藻地区（サンポート高松地区）においては、賑わい空間として高

度利用が可能な緑地等が数多く存在し、賑わい創出に資する施設整備が求められて

いる。離島航路等の発着場として利用される既設の浮桟橋は、古い設計基準に基づ

く施設であることや、瀬戸内国際芸術祭開催時にバース延長不足による増便対応の

制限が生じていることから、災害対応力の強化や賑わい創出に資する新たな浮桟橋

の整備が必要である。加えて、国有港湾施設である玉藻防波堤ボードウォークをは

じめとする既存施設の老朽化が著しいことから、利用者の安全確保のため早急な改

修が必要である。

以上のことから、港湾・海岸空間を活用した更なる賑わい創出に資する施設整備

を推進するため、多様なニーズに対応した緑地等の整備、災害対応力の強化と賑わ

い創出に資する浮桟橋の整備、及び国有港湾施設の改修に必要な予算を確保する

等、重点的に支援すること。
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【現状・課題】

① 高松港の港湾機能強化の推進

○ 高松港の効率的な輸送体系の構築による地域産業の競争力強化や、大規模災害時に

おける緊急輸送機能を確保するため、国において県内唯一のコンテナ船定期航路を有

する朝日地区における船舶の大型化に対応した耐震強化岸壁（-14.0ｍ）や、離島定期

航路を多く有する玉藻地区における耐震強化岸壁等の整備の検討に着手することを要

望します。

○ 現在、国において整備が進められている「高松港朝日地区複合一貫輸送ターミナル

整備事業」については、貨物需要の増大に伴う船舶の増加や大型化に対応し、近年の

トラックドライバー不足等による陸上輸送から海上輸送へのモーダルシフトの受け皿

となるとともに、南海トラフ地震の今後 30年以内の発生確率が 60～90%程度以上と高

まるなか、大規模地震発生時の緊急物資等の輸送拠点を確保するためにも、耐震強化

岸壁の整備が重要であることから、より一層の整備の推進を要望します。

◯ 高松港が国家安全保障戦略等に基づく総合的な防衛体制の強化等に資する取組の一

つ（公共インフラ整備）である特定利用港湾とされている観点からも、港湾計画の早

期実現が可能となるよう、早急かつ重点的な予算の配分・支援を要望します。

② 訪日クルーズの持続的な成長に伴う観光需要を確実に取り込むための高松港玉藻地区

における港湾整備への支援

〇 サンポート高松地区は、風光明媚な瀬戸内海に隣接し、商業、官公庁、文化、交流、

情報などが集積する四国の中枢拠点であり、昨年２月に香川県立アリーナが開館した

ほか、周辺では、一昨年３月にＪＲ高松駅の新駅ビルが開業、昨年４月には私立大学

が開学し、さらには、令和９年夏に外資系最高級ホテルの開業も予定されています。

○ 鉄道・バス・離島定期航路等の交通機能が集約するサンポート高松地区に位置する

高松港の客船専用岸壁は、市街地にも近接していること等から、クルーズ客船の乗客

からも好評を得ており、令和８年の訪日クルーズ客船の寄港予定が 22 回と最も多か

った令和元年に迫る水準となっていることからも、近年の大型化されたクルーズ客船

（11万 GT級）の寄港ニーズに対応した施設改修が必要です。

○ 高松港玉藻地区における、大型クルーズ客船（11 万 GT 級）に対応した港湾整備に

ついては、訪日クルーズの持続的な成長に伴う観光需要を確実に取り込み、瀬戸内海

クルーズ振興の実現に向けた取組であるとともに、特定利用港湾として自衛隊等によ

るニーズも想定されることから、早期整備に必要な予算を確保する等、重点的な支援
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を要望します。

③ 海辺の賑わい創出に向けた支援

○ 港湾や海岸の緑地等の施設は、地域の交流拠点としての役割を担い、多様なニーズ

に対応できる賑わい空間です。

〇 なかでも、サンポート高松地区は多くの緑地が存在する等、優れた景観を有して

おり、世界的に人気が高い瀬戸内国際芸術祭では島々をめぐる際の拠点となるほか、

クルーズ客船の寄港や新たなシンボルである県立アリーナでのイベント開催等によ

り、更なる人流の増加が想定されることから、水際線を生かした質の高い賑わい空

間として高度利用するなどして、インバウンド等の観光需要に対応していく必要が

あります。

○ 離島航路の定期船等の発着場である既設の浮桟橋は観光需要に寄与していますが、

当該浮桟橋は古い設計基準に基づくものであることから、災害時の対応も見据え、

最新の基準に対応した施設整備が必要です。また、既設の浮桟橋は、瀬戸内国際芸術

祭開催時の増便対応において、バース延長不足による制限が生じています。今後、外

資系最高級ホテルが高松と直島にて開業することから、双方のホテル間の移動やチ

ャータークルーズのニーズが高まり、既設浮桟橋の利用状況はさらに逼迫すること

が想定されます。

○ 新たに浮桟橋を整備することにより、災害時等における離島、内地間の交通機能

を確保し災害対応力の強化を行うとともに、離島航路の定期船、海上タクシー等の

受入容量を拡充し賑わいの創出を図る必要があります。

○ 加えて、国有港湾施設（防波堤附帯施設）である玉藻防波堤ボードウォークをは

じめとする既存施設の老朽化が著しく、大規模改修等による利用者の安全性確保が

急務となっています。

〇 以上のことから、港湾・海岸空間を活用した更なる賑わい創出に資する施設整備を

推進するため、多様なニーズに対応した緑地等の整備、災害対応力の強化と賑わい創

出に資する新たな浮桟橋の整備、及び国有港湾施設の改修に必要な予算を確保する等

による重点的な支援を要望します。

【所管府省】国土交通省（港湾局）、財務省（主計局）

【県関係課】港湾課
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（6）安全・安心な水道水供給に向けた水道事業の推進

【提案・要望事項】

１ 防災・安全交付金の拡充

能登半島地震を受けて、災害に強い水資源インフラの整備が急務となっているこ

とから、急所施設（導水管、送水管）や重要施設に接続する水道管路（配水本管、配

水支管）の耐震化を推進するための支援を拡充し、必要な予算を確保すること。

また、広域化による経営基盤の強化を確実に図るため、広域化事業・運営基盤強化

等事業への必要な予算を確保するとともに補助要件等を緩和すること。

（１）急所施設や重要施設に接続する水道管路の耐震化事業に対する防災・安全交付

金の交付率（１/３）を下水道事業と同程度（１/２）まで引き上げること。

（２）① 広域化事業の時限措置（10年間）を延長すること。

② 運営基盤強化等事業の事業費について、広域化事業費の総額を上限とする

要件を緩和すること。

２ 地方財政措置の拡充

  急所施設や重要施設に接続する水道管路の耐震化事業を活用し、耐震対策を加速

化できるよう、耐震化事業に係る繰出基準及びそれに伴う地方財政措置について拡

充すること。

（１）急所施設や重要施設に接続する水道管路の耐震化事業に係る水道事業債につい

て、下水道事業債と同様に元利償還金に対して普通交付税措置を講じること。

（２）① 急所施設や重要施設に接続する水道管路の耐震化事業に係る繰出基準（通

常の耐震化事業に上積みして実施するものの地方負担額の１／４）につい

て、水道広域化に対する基準（水道広域化事業に係る地方負担額の１／２）

と同等程度まで更なる拡充をすること。

② 繰出に伴う一般会計出資債の元利償還金に対する地方交付税措置（元利償

還金の１／２を普通交付税措置）について、水道広域化事業（元利償還金の

６０％を普通交付税措置）と同等程度まで拡充すること。

【現状・課題】

〇 水道事業については、全国的に、人口減少等に伴う給水収益の減少が見込まれるなか、

老朽施設の大量更新や耐震化への対応、熟練技術者の大量退職に伴う次世代への技術

の継承など様々な課題を抱えています。

〇 こうした課題に対応していくため、本県では、平成 29年 11月、全国に先駆け、「県

内一水道」（岡山県から受水している直島町は除く）として、８市８町からなる「香川
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県広域水道企業団」を設立し、平成 30年４月から事業を行っているところです。

〇 安全・安心な水道水を将来にわたり安定的に供給していくため、企業団では、現在、

令和 10年度の水道料金統一にむけて、水道料金の見直しについて検討を進めています

が、想定を上回る人口減少による給水収益の減少に加え、昨今の資材、燃料費の高騰、

予防保全のための老朽化・耐震化対策の加速化に、対応していくには、国における継続

的な支援が不可欠です。

〇 令和６年能登半島地震では、水道施設が甚大な被害を受けましたが、今後 30年以内

の発生確率が 60％から 90％程度以上とされている南海トラフ地震では、本県において

も甚大な被害が想定されており、水道事業者には、こうした大規模地震発生時でも水道

機能を維持し、生活に不可欠な水道水を供給することが求められています。

１ 防災・安全交付金の拡充

○ 今後、高い確率で発生が見込まれている南海トラフ地震等に備えるため、急所施設や

重要施設に接続する水道管路の耐震対策が喫緊の課題ですが、本県の重要施設に接続

する水道管路の耐震適合率は、令和５年度末で 30％であり、全国平均の 39％と比べて

低い状況にあります。

こうしたなか、企業団では、「上下水道耐震化計画」に基づき、令和７年度から令和

21年度までの 15年間で耐震化適合率 100％を目標に緊急度や優先度の高いものから順

次、耐震化を図っていくこととしておりますが、広域水道施設整備に加え、耐震化整備

にも多額の費用が必要となっています。

生活に不可欠な水道水を将来にわたり安定的に供給するため、必要な予算を確保し

ていただくとともに、防災・安全交付金の補助率（１/３）を下水道事業と同程度

（１/２）まで引き上げるなど、耐震対策に係る支援の拡充を要望します。

○ また、本県では、「香川県水道広域化基本計画」に基づき、全国に先駆け「県内一水

道」（岡山県から受水している直島町は除く）として８市８町からなる「香川県広域水

道企業団」を設立しています。

この計画では、経営基盤の強化を図るため、平成 30年度の事業開始から令和９年度

までの 10年間に、円滑な水融通のための連絡管の布設や統合浄水場の整備などの広域

水道施設整備に加え、経年施設の更新や耐震化など、総額 1,400 億円余の整備事業を実

施することとしており、事業の実施に当たっては、国の交付金事業を最大限活用してい

ます。

現在、企業団では、次期施設整備計画を策定し、令和 10年度の料金統一にむけて、

水道料金の見直しについて、検討を進めておりますが、当初見込みを上回る人口減少に
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よる給水収益の減少に加え、昨今の資材、燃料費の高騰、老朽化・耐震対策の加速化等

により、企業団の経営は急速に悪化しており、当初計画していた施設整備を後年度に遅

らさざるを得ない状況となっております。

効率化・集約化を目的とした水道施設の広域施設整備については、多額の費用と長い

年月を要するものであることから、企業団が広域化を着実に推し進め、リーディングケ

ースとしての役割をしっかり果たしていけるよう、今後も必要な予算を確保していた

だくことに加え、広域化関連の交付金交付が終了する令和 10年度以降についても、引

き続き、広域化事業について国費による支援を継続するとともに、運営基盤強化等事業

の事業費について、広域化事業費の総額を上限とする要件の緩和を要望します。

２ 地方財政措置の拡充

○ 急所施設や重要施設に接続する水道管路の耐震化事業を活用し、耐震対策を加速化

できるよう、耐震化事業に係る水道事業債について、下水道事業債と同様に、元利償還

金に対しての普通交付税措置の創設を要望します。

○ また、水道事業については、地方公営企業法等に定める経営に関する基本原則を堅持

しながら、その経営基盤を強化するため、地方財政計画において、公営企業繰出金を計

上することとしており、その考え方については、地方公営企業繰出基準として、毎年度、

総務省から地方公共団体に通知されています。

今年度、繰出基準が一部見直されていることは承知していますが、現在の繰出基準で

は、迅速かつ適切に対応することは困難であり、耐震化を加速するには、国、地方公共

団体及び水道事業者がより連携して取り組むことが必要です。

そこで、急所施設や重要施設に接続する水道管路の耐震化事業に対する繰出基準及

びそれに伴う地方財政措置について、水道広域化に対する基準と同等程度までに拡充

することを要望します。

【所管府省】国土交通省（水管理・国土保全局）、財務省（主計局）、総務省（自治財政局）

【県関係課】予算課、水資源対策課
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19 脱炭素・地球温暖化対策の推進について

【提案・要望事項】

① 「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」の継続・拡充及び中間評価を踏まえた計

画見直し

「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」を継続・拡充し、地域脱炭素を加速化す

ること。特に、採択されている「重点対策加速化事業」について、今年度予定され

ている中間評価において、事業要件（再生可能エネルギー導入量の合計１MW以上）

を満たし、かつ、省エネ設備に対する地域のニーズが高い場合には、原則として認

められていない、再エネ設備から省エネ設備への計画変更を認めるなど、地域の実

情に応じた利用しやすいものとすること。

② ＺＥＨ、断熱窓、ＥＶ等への支援

家庭の脱炭素化においては住宅の断熱化が重要であり、ＺＥＨの新築や既存住宅

の断熱改修に対して、国の補助金と併用できる方式で、本県独自の補助を行ってお

り、ＺＥＨについては、令和６年度から予算額を大幅に増やしているものの、年度

途中で予算上限に到達している。家計にとって負担の大きい住宅の建築や改修にお

いて、国と県から補助が得られることで効果的な導入促進施策となっていることか

ら、国の「戸建住宅・集合住宅のＺＥＨ化・省ＣＯ２化促進事業」や「断熱窓への

改修促進等による住宅の省エネ・省ＣＯ２加速化支援事業」など住宅脱炭素の支援

策を継続・拡充すること。

ＥＶ、ＦＣＶなどの導入促進や充電・充填インフラの整備、運営への支援の充実

を図ること。

③ ペロブスカイト太陽電池や水素等次世代エネルギーの導入促進

日照時間は長いものの、県土が狭隘な本県において、再生可能エネルギーの導入

をより一層進めるためには、次世代型太陽電池であるペロブスカイト太陽電池の活

用が必要であり、新技術の早期社会実装を実現し、広く社会に普及していくよう、

支援策を講じること。具体的には、建築基準法の防耐火性能基準を満たすペロブス

カイト太陽電池の開発など、事業者への技術支援や財政措置の拡充を行うこと。ま

た、「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」の交付対象に、ペロブスカイト太陽電

池を追加すること。

2050 年カーボンニュートラル実現のためには、水素やアンモニア等次世代エネ

ルギーの普及・導入拡大が必要であり、製造から貯蔵・輸送、利用にいたるサプラ

イチェーン構築を見据え、水素等の安全かつ安定的な供給体制の整備に向けて、「地

域における再エネ等由来水素利活用促進事業」などの支援策を継続・拡充すること。
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【現状・課題】

① 「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」の継続・拡充及び中間評価を踏まえた計画見

直し

○ 2050 年カーボンニュートラルの実現に向けて、様々な脱炭素施策を実施するため、

「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」を継続・拡充するとともに、本県が令和６年

度に採択された「重点対策加速化事業」について、今年度予定されている中間評価に

おいて、事業の要件となっている「再生可能エネルギー導入量の合計が１MW以上」で

あることを満たし、かつ、省エネ設備に対する地域のニーズが高い場合には、原則と

して認められていない、再エネ設備から省エネ設備への計画変更を認めるなど、地域

の実情に応じて自治体が利用しやすいものとすることが必要です。

② ＺＥＨ、断熱窓、ＥＶ等への支援

〇 家庭の脱炭素化においては、住宅の断熱化が重要ですが、本県における令和６年度

の新築住宅におけるＺＥＨ導入割合は４割弱、またＺＥＢの認証件数は 28 件という

状況です。このため、ＺＥＨの新築や既存住宅の断熱改修に対して国の補助金と併用

できる方式で、本県独自の補助を行っています。ＺＥＨについては、令和６年度から

予算額を大幅に増やしているものの、年度途中で予算上限に到達している状況です。

また、断熱改修についても令和６年度から支援しているところです。家計にとって負

担の大きい住宅の建築や改修において、国と県の両方の支援が得られることで、効果

的な導入促進施策となっていることから、国においても「戸建住宅・集合住宅のＺＥ

Ｈ化・省ＣＯ２化促進事業」や「断熱窓への改修促進等による住宅の省エネ・省ＣＯ

２加速化支援事業」など住宅脱炭素の支援策を継続・拡充することが必要です。

○ 国の「グリーン成長戦略」において 2035 年までに乗用車新車販売で電動車 100％を

実現させることを目標としていますが、本県における令和６年度末の自動車保有台数

におけるＥＶ（ＰＨＥＶを含む。）やＦＣＶの割合は 0.6％程度にとどまっています。

目標達成に向けて、ＥＶやＦＣＶの購入などに対する補助や税制の優遇措置を拡充す

るとともに、充電、充填インフラなどの必要十分な整備に向けて整備費用や運営経費

の支援の充実を図ることにより、利用者や設置者にとってメリットがある環境を整備

することが必要です。

③ ペロブスカイト太陽電池や水素等次世代エネルギーの導入促進

○ 日照時間は長いものの、県土が狭隘な本県において、再生可能エネルギーの導入を

より一層進めるためには、次世代型太陽電池であるペロブスカイト太陽電池の活用が

期待されており、新技術の早期社会実装を実現し、広く社会に普及していくよう、支

援策を講じることが必要です。具体的には、建築基準法の防耐火性能基準を満たすペ



- 129 -

ロブスカイト太陽電池の開発など、事業者への技術支援や財政措置の拡充を行う必要

があります。また、「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」の交付対象に、ペロブスカ

イト太陽電池を追加することが必要です。

○ 2050 年カーボンニュートラル実現のためには、水素やアンモニア等次世代エネルギ

ーの普及・導入を拡大する必要があります。製造から貯蔵・輸送、利用にいたるサプ

ライチェーン構築を見据え、水素等の安全かつ安定的な供給体制の整備に向けて、「地

域における再エネ等由来水素利活用促進事業」などの支援策を継続・拡充することが

必要です。

【所管府省】環境省（大臣官房、地球環境局、水・大気環境局）、

資源エネルギー庁（省エネルギー・新エネルギー部）、国土交通省（住宅局）

【県関係課】環境政策課
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